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令和６年度（2024 年度）第１回公立高等学校配置計画地域別検討協議会（宗

谷学区）の開催について 
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１ 目的 

 公立高等学校の配置については、高校を取り巻く環境の著しい変化に伴

い、様々な課題がみられる。これらの課題の解決に向けて、通学区域ごと

に市町村関係者及び学校関係者等と意見を交換し、地域との連携を深める

ため、本協議会を開催する。 

２ 主催 

北海道教育委員会 

３ 開催日時、方法及び会場 

 (1) 開催日時 

   令和６年（2024年）４月 16 日（火） 14:00～15:30  

 (2) 開催方法 

   Zoom によるオンライン会議 

（3） 開催会場 

   宗谷合同庁舎 ４階５号会議室 

４ 参加対象者 

市町村長、市町村教育委員会教育長、高等学校長、中学校長、小学校長、

高等学校 PTA 関係者、地区協議会又は小・中学校 PTA 関係者、私学関係

者、経済団体関係者 

５ 主催者側出席者 

  北海道教育庁宗谷教育局長ほか 

６ 議題 

 (1)公立高等学校配置計画の考え方及び通学区域ごとの現状及び課題につ

いて 

 (2)生徒から選ばれる高校づくりについて 

 参 考 

  

協議会は公開により開催し、希望者には別紙「傍聴に係る取扱い」により傍

聴を認めます。 

 

 報 道 ( 取 材 ) 

 に 当 た っ て 

 の お 願 い 

 

取材については Zoom 参加ではなく、会場にお越しのうえ行ってください。 

 

 他 の ク ラ ブ 

 と の 関 係 

 同 時 配 付 

 同 時 レ ク 

(場所) 

 

 

 

 担 当 

 （ 連 絡 先 ） 

宗谷教育局企画総務課長 坂本 孝敬 

ＴＥＬ ダイヤルイン ０１６２－３３－２６４６（内線３１００） 

担当者 宗谷教育局企画総務課総務係長 秋山 雄介 

ＴＥＬ ダイヤルイン ０１６２－３３－３９２４（内線３１００）  

４／16（火）の行事 



 

「公立高等学校配置計画地域別検討協議会（宗谷学区）」傍聴に係る取扱い 

 

 

１ 傍聴の人数は 20 名以内とする。ただし、報道関係者については別に傍聴を認める。 

傍聴方法は Web会議システムによる傍聴とする。 

  

 ２ 傍聴の決定は先着順とする。 

 

 ３ 傍聴の申込みに際しては、あらかじめ宗谷教育局あてに氏名、住所、連絡先を申し出

ることとする。 

 

 ４ 次の各号のいずれかに該当するものは、傍聴することができない。 

   (1) 酒気を帯びていると認められる者 

  (2) 前号に掲げるもののほか、主催者が傍聴を不適当と認めた者 

 

 ５ 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。 

  (1) 私語、談話、拍手等をすること。 

  (2) 写真、ビデオ等を撮影し、又は録音すること。ただし、主催者の許可がある場合は

この限りではない。 

    (3) Web 会議では、主催者の許可なく、ビデオやマイクをオン設定としたり、チャット

機能を使用したりすること。 

  (4) Web 会議では、傍聴を許可していない者に対して、協議会を視聴させること。 

  (5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の妨害となるような行為をすること。 

 

  ６ 傍聴人が前記５の規定に違反したときは、主催者はこれを制止し、その命令に従わな

いときは、傍聴人を退場させることができる。 

 

７ Web 会議では、傍聴人が前記５の規定に違反し、主催者の指示に従わないときは退室

させることができる。 

   

  ８ 傍聴人は主催者の指示に従わなければならない。 

 

  



 

傍聴者の皆さんへ 

北海道教育庁宗谷教育局 

 

傍聴について、次のとおり定めておりますので、御理解、御協力をお願いします。 

 

１ 傍聴の人数は 20 名以内とし、先着順としています。ただし、報道関係者はこれに含みませ

ん。傍聴方法は Web 会議システムによる傍聴とします。 

  

２ 傍聴を申し込む際には、あらかじめ宗谷教育局あてに氏名、住所、連絡先を申し出てくだ

さい。 

 

３ 次の各号のいずれかに該当する場合は、傍聴することはできません。 

 (1) 酒気を帯びていると認められる場合 

 (2) 前号のほか、主催者が傍聴を不適当と認めた場合 

 

４ 次の各号の行為をしてはいけません。 

 (1) 私語、談話、拍手等をすること。 

 (2) 写真、ビデオ等を撮影し、又は録音すること。ただし、主催者の許可がある場合はこの

限りではありません。 

  (3) Web会議では、主催者の許可なく、ビデオやマイクをオン設定としたり、チャット機能

を使用したりすること。 

(4) Web 会議では、傍聴を許可していない者に対して、協議会を視聴させること。 

 (5) 前各号のほか、協議会の妨害となるような行為をすること。 

 

５ 傍聴人が前記４の規定に違反し、制止の指示に従わないときは、協議会への参加を認めな

い場合があります。 

 

６ Web 会議では、傍聴人が前記４の規定に違反し、主催者の指示に従わないときは退室させ

る場合があります。 

   

７ このほか、傍聴人は主催者の指示に従うようお願いします。 

 


